
 

①介護サービス事業者は、毎会計年度終了後に経営情報を都道府県知事に報告。 

②都道府県知事は、介護サービス事業者の経営情報に関する調査及び分析を行い、厚生労働大臣にも報告。 

③厚生労働大臣は、介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースを整備し、経営情報の把握・分析、結果の公表。  

介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等制度について 
 

１ 制度の趣旨 

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等

による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や

災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 ３年に１度の介護事業経営実

態調査を補完する必要があります。 

このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かり

やすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和６年（2024年）４月から創設

されています。 

 

２ 制度の概要 

  介護サービス事業者は、年に１回、介護サービス経営情報を報告する必要があります｡報告された情報はグルー

ピングされ、その分析結果が公表されます。 

 

（報告の内容）※必須項目のみ抜粋 

(1) 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報 

   (2) 事業所又は施設の収益及び費用の内容 

   (3) 事業所又は施設の職員の職種別人数 

   (4) その他必要な事項 

 

（報告の単位） 

 介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業

所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することと

しても差し支えないものとします。 

 

（報告の期限） 

 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、当該介護サービス事業

者の毎会計年度終了後、３月以内に行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①報告 ③公表

②報告・提供

情報提供の求め
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３ 対象事業 

 (1) 対象となるサービス 

   訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、通所介

護、（介護予防） 通所リハビリテーション、（介護予防） 短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護（介

護保険法施行規則第14 条第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、（介護予防）特定施設入居者生活介護（養

護老人ホームに係るものを除く。）、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介

護予防）小規模多機能型居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護（養護老人ホームに係るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス（看

護小規模多機能型居宅介護）、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス 

 

  (2) 対象とならないサービス 

① 介護保険法（以下「法」という。）第71条第１項本文の規定に基づき、法第41条第１項本文の指定があっ

たものとみなすもの、法第72条第１項本文の規定に基づき、法第41条第１項の本文の指定があったものと

みなすもの、又は法第115条の 11において準用する法第71条第１項本文及び法第72条第１項の規定に基づ

き、法第53条第１項本文の指定があったとみなすもの(以下「みなし指定」という。)については、みなし指

定となって１年を経過していない場合。 

・ 病院・診療所における（介護予防）訪問看護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）通所リハビリテーション 

・ 介護老人保健施設における（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介

護予防）通所リハビリテーション 

・ 介護医療院における（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）

通所リハビリテーション 

 また、（介護予防）短期入所療養介護の事業所のうち、有床診療所の一般病床。 

 

② 既存の事業者で、当該会計年度に受領した介護報酬（利用者負担額を含む。）の額が、居宅サービス及び介

護予防サービスのいずれの事業でも１００万円を超えない事業者。 

 

４ 報告の流れ 

(1) ＧビズＩＤのアカウントの取得 

 報告に使用するシステムにログインするには、ＧビズＩＤのアカウントが必要です。早めのアカウントの取

得をお願いいたします。 

 

(2) 報告 

 毎会計年度終了後、当該会計年度に受領した介護報酬の額が１００万円を超える場合は、３月以内に報告を

行います。 

 

(3) グルーピング結果の公表 

 報告内容を厚生労働省及び県でグルーピングし、分析した結果を公表します。 

 

５ 行政処分 

介護サービス経営情報の調査・分析等制度は、介護保険法に基づくものです。 

① 報告を行わない。 

   ② 虚偽の報告を行う。 

 上記に該当する事業所に対しては、県が改善命令を出し、なお従わない場合は、指定若しくは許可の取消し、

又は指定若しくは許可の全部又は一部の効力を停止することがあります。 

 

６ 介護サービス情報公表との関係性 

 法 115 条の 35 の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度において、利用者の選択に資する

よう、介護サービス事業者は事業所の財務状況を公表することとなっていますが、当該制度により事業所の財務

状況がわかる書類を報告した場合であっても、本制度の対象事業所に該当する場合は別途報告が必要となります

のでご留意ください。 
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